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高齢者の保険料を軽減して！ 窓口負担の値上げはやめて！ 
     北海道後期高齢者医療広域連合と懇談、要請 

 

１月６日、北海道社保協は、北海道後期高齢者医療広域連合に要

請し懇談しました。主な要請内容は、➀保険料の軽減、➁窓口負担の

軽減、③新型コロナ対策の拡充、④健康増進活動の強化などです。 

 

４月からの保険料は値上げしないで 
後期高齢者医療保険料は２年に一度見直されます。「２０２２・２３年

度の保険料は値上げせずに軽減してください」と要請しました。 

年金者組合道本部の渡部委員長は、「毎年のように年金が引き下げ

られ、消費税も増税され、医療費も高く、高齢者の生活は大変です。来年度予算案には、年金を０・４％引き下げる内容も

含まれています。保険料は値上げしないように、広域連合として国に働きかけてほしい」と訴えました。 

広域連合の代表は、「高齢者の生活が大変になっているのは理解しています。しかし、保険料を下げるのは難しい状況で

す」と話します（法定軽減の被保険者数は 618574人・被保険者全体の 3/4）。 

また、保険証交付の留め置きをしないこと、不当な滞納処分（差押）は行わないことも求めました。 

 

２月１８日の議会で保険料決定 
来年度からの保険料については、「現在、保険料の値上

げを抑えるため検討中です。保険料の算定に影響する診

療報酬は決定しましたが、後期高齢者保険料率がまだ確

定していません。この間の決算見通しも作成中で、剰余金

や財政安定化基金の崩しもどのくらいできるか作業していま

す。２月１８日開催の広域連合議会で決定します」と回答。 

後期高齢者保険料率とは、「世代間の負担の公正を維

持するため、後期高齢者と現役世代の人口比率に応じて、

後期高齢者の負担割合を２年ごとに改定」しています。現

在は１１・４１％ですが、改定の度に増えてきました。 

社保協の代表から、「来年度から、これまであった保険

料の低所得者特例軽減が完全になくなります。低所得者

の負担も大変です。是非、保険料を値上げせず、引き下げ

てください」と要請しました。 

 

高齢者の窓口負担の値上げはやめて  受診抑制でいのちが危険に   道内約１５万３千人が値上げ 
自公政権は、昨年６月、多くの国民の反対を押し切って、７５歳以上の高齢者の窓口負担を２割にする法律を強行成立

させました。値上げの開始時期は 2022年度後半とし、具体的には政令で決めるとしましたが、１月４日の政令で今年 10月

１日からと決めました（値上げになる高齢者は道内で約１５万３千人）。また、値上げ開

始後３年間は、外来分の窓口負担が１ヵ月 3000円以上の値上げにならないようにす

るとしました。 

「高齢者は、低年金の方が多く、窓口負担の支払いが不安で受診をためらう方もい

ます。そのため、受診したときには手遅れでなくなる方がいます。国に窓口負担を軽減

するように働きかけてください」と札幌社保協の村井事務局長が強調しました。 

窓口負担が月 3000円以上増えないようにする手立ては、高齢者が、高額療養費

として、各医療機関の領収書をまとめて広域連合に届け、その後３０００円を超えた金額を還付する方法と説明。社保協の

代表は、「高齢者にとっても手続きが複雑で、利用できない方もいるのではないか」と指摘しました。 

 

一部負担金減免制度の普及を 
また、高齢者の窓口負担を軽減のために、一部負担金

減免や高額療養費の普及を求めました。 

一部負担金減免の件数は 2020年度で 6件でした。一

方、保険料の新型コロナ減免の 2021年度件数は 11月末

までで 1261人です。両制度の条件は同一ではありません

が、収入減が大きな要素です。保険料減免の対象者に、

一部負担金減免の対象にならないか、働きかけることも求

めました。保険料の新型コロナ減免は、国が予算措置を品

場合は来年度も行うと表明しました。 

 

引き続き、高齢者のいのちと健康を守るために、団体・個人と協力して、関係機関に働きかけましょう！ 


